
（人権アラカルト、令和２年７月、Ｎｏ１４）  

犯罪被害者やその家族への支援  

 我々の周りでは、事件事故が絶え間なく起こっており、いつ自分も

遭遇するかわからない世の中です。自分に原因や責任がないのに事件

に遭遇した被害者やその家族は、その心や体に大きなショックを受け

ます。犯罪そのものによる直接的な一次被害だけでなく、心身の不調

（恐怖感、自責感、不安感、無気力・絶望感、緊張・動悸・下痢・吐

き気、不眠・悪夢、感覚・感情のマヒ、現実だという感覚がないなど）

が現れる二次被害もあります。二次被害には、安易な励ましや無責任

なうわさ話、マスコミの取材・報道によるストレスなど『周囲の人の

言動による傷つき』、治療費の負担や失職・転職による経済的困窮など

『生活上の問題』、捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担など

『捜査・裁判に伴う問題』もあります。（山口県パンフレット「もしも

犯罪被害に遭ってしまったら」より）  

 このような被害に対し、国は犯罪被害者等の権利利益保護を図るた

め、平成１６年１２月に犯罪被害者等基本法を制定し、県は「人権推

進指針」に人権課題の一つとして「犯罪被害者とその家族への支援」

を挙げて施策の推進をしています。そして、市町や警察、民間支援セ

ンターなど様々な関係機関が犯罪被害者やその家族への支援を協力し

て実施するようにしています。この体制がしっかり機能することが肝

要です。  

 私も、今までたくさんの方を見送ってきました。その中でも突然の

事故や病で急逝した方の場合を、決して忘れることができません。家

族の気も狂わんばかりの嘆き悲しむ様子、意味不明な言動を行い、心

がその場にない様子、その後も放心状態が続く様子、後追いも考えか

ねない様子を見ても、声をかけることもできませんでした。事故や病

でさえそうなのですから、犯罪に巻き込まれた場合は想像もつきませ

ん。自分や家族が犯罪被害に遭った場合、恐ろしさの余り、人間性さ

えも失うのではないかと思います。  

 このように犯罪被害の深刻さをとらえ、我が身に降りかかる可能性

もあることを考えると、犯罪の減少を図ることと共に、被害者救済が

真に大切な課題だと理解できると思うのです。  



 

 


